
 

災害に伴う自動車税（種別割）の減免等について  

 

京 都 府 

 

 京都府では、災害に伴う自動車税（種別割）の減免などの制度を次のとおり設

けております。  

内 容 申請書類  

 

1 

 

・被災した自動車を廃車する（＝運輸支

局での自動車の抹消登録手続）  

→  廃車の日の属する月の翌月から自

動車税（種別割）の課税を取り消しま

す(既に納付された自動車税（種別割）

は月割で還付します。 )。 

運輸支局への申請となります。  

詳しくは  

自 動 車 登 録 手 続 ヘ ル プ デ ス ク （ 電 話

050-5540-2061）へお問い合わせください。 

※  京都府への申請等手続は不要です。 

 

2 

 

 

・被災した自動車を廃車したが、被災日

の翌月以降になったもの 

・流失、水没などで自動車がなく廃車の

手続ができないもの 

→被災日の属する月の翌月から課税を

取り消します。  

(既に納付された自動車税（種別割）は

月割で還付します。) 

① 事故自動車申立書  

② 被災自動車が災害を受けたことを証す

る次のいずれかの書類（自動車のナンバ

ーが確認できるもの） 

・市町村が発行するり災証明書等  
・損害保険会社が発行する書面  
・被災自動車の写真（被災を確認する

に足る程度のもの）  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

・被災によってエンジンなどに被害を受

け、修理しなければ使用できない自動車  

→被災日から修理が完了した日までの

月割税額を減免します(既に納付され

た自動車税（種別割）は月割で還付し

ます。)。 

  ※ 16 日未満は切り捨てとなります。 

 

 

 

 

 

 

① 自動車税（種別割）災害減免申請書  

② 被災自動車が災害を受けたことを証す

る次のいずれかの書類（自動車のナンバ

ーが確認できるもの）  

・市町村が発行するり災証明書等  
・損害保険会社が発行する書面  
・被災自動車の写真（被災を確認する

に足る程度のもの）  
③ 修理期間、修理内容及び修理が完了し

たことを証する書類（修理完了日が明記

されているもの）  

※申請期限…修理が完了した日から２か

月以内 

   

上記 2 及び 3 の申請・お問い合わせは以下の事務所にお願いいたします。  

 

※  月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時までの間にお願いいたします。  
 （ただし、祝日等の府の休日を除く。）  


